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と畜場及び食鳥処理場における HACCP を用いた衛生管理についての自主点検票

及び確認票について 

 

 

 と畜場及び食鳥処理場における危害分析・重要管理点方式（以下「HACCP」と

いう。）を用いた衛生管理については、と畜場法施行規則及び食鳥処理の事業の

規制及び食鳥検査に関する法律施行規則を改正し、HACCP を用いて衛生管理を行

う場合の基準を規定したところです。 

 今般、と畜業者及び食鳥処理業者が HACCP を用いた衛生管理の導入に取り組

む際に使用する HACCP 自主点検票（別添１－１、別添１－２、別添１－３及び

別添１－４）を作成しましたので、と畜業者及び食鳥処理業者に周知していた

だきますようお願いします。 

 また、都道府県等が HACCP を用いた衛生管理の導入に取り組むと畜業者及び

食鳥処理業者に対して指導助言を行う際に、確認すべき７原則 12 手順の詳細項

目を示した HACCP 確認票（別添２－１及び２－２）も併せて作成しましたので、

活用いただきますようお願いします。 

なお、HACCP 自主点検票の周知及び HACCP 確認票の活用にあたっては、下記の

事項に留意いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１．HACCP 自主点検票（別添１－１、別添１－２、別添１－３及び別添１－４）

について 



 HACCP 自主点検票については、「HACCP 自主点検票（と畜場、食鳥処理場）」（別

添１－１）、「HACCP 自主点検チェックリスト（と畜場）」（別添１－２）、「HACCP

自主点検チェックリスト（食鳥処理場）」（別添１－３）及び「HACCP 自主点検票

（と畜場、食鳥処理場）について」（別添１－４）を作成している。別添１－４

においては使用方法や注意事項等を記載している。 

 別添１－１、別添１－２、別添１－３及び別添１－４について、と畜業者及

び食鳥処理業者への監視指導の際の周知、関係者に対する研修会での配布、貴

管下ホームページへの掲載、と畜業者及び食鳥処理業者から HACCP に関する問

い合わせがあった際の提供など、貴管下関係業者等に対して幅広く周知された

いこと。 

また、自主点検票を活用するに当たって適宜参考にすることができる HACCP

導入に係る手引書は、下記の厚生労働省ホームページに掲載しているので、併

せて周知されたいこと。 

【食品製造における HACCP 入門のための手引書】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/

haccp/index.html 

 

２．HACCP 確認票（別添２－１及び別添２－２）について 

 HACCP 確認票においては、都道府県等が、HACCP を用いた衛生管理の導入に取

り組むと畜業者及び食鳥処理業者に対し指導助言を行う際に確認すべき７原則

12 手順の詳細項目を示している。手順番号の項目ごとに、各詳細項目の実施を

全て確認した場合は、手順番号右端の評価の欄に○を、一部のみ確認した場合

は△を、確認できなかった場合は×を記入することにより、HACCP 導入状況を確

認すること。その際、例えば事業者の自主点検において○となっている手順が

×となった場合、○となるために必要な指導助言を行い、その内容を特記事項

欄に記載する等、HACCP の導入が円滑に進むよう、きめ細かな指導助言に配慮さ

れたいこと。 

 また、と畜業者及び食鳥処理業者からの求めに応じて、当該事業者に係る

HACCP 確認票を提供することは差し支えないこと。 

 なお、HACCP 確認票を活用しての指導助言に当たっては、「と畜場法施行規則

及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令の運用に係る留意事項について」（平成 26 年５月 12 日付け食安監発 0512

第２号）の第３に留意されたいこと。 

 



別添１－１

施設名

所在地

対象製品等

1 HACCP チームの編成
製品やその製造について熟知した者の参加が必要で
す。なお、HACCPに関する専門的な知識及び助言は関
係団体、行政機関、出版物等から得ることができます。

2 製品説明書の作成
製品の情報を整理するために、原材料や保管条件等、
安全性に関する必要な事項を記載したものです。

3 意図する用途等の確認
製品説明書に、当該製品が加工用か直接消費されるも
のかの別を記載します。直接消費されるものの場合は対
象者及び調理方法を記載します。

4 製造工程一覧図の作成
製品の全ての製造工程が記載された製造工程一覧図を
作成します。

5 製造工程一覧図の現場確認
作成した製造工程一覧図について、実際の製造工程及
び施設設備配置に照らし合わせて適切か否かの確認を
行い、適切でない場合には修正します。

6（原則1） 危害要因の分析（HA）

全ての危害の原因となる物質を列挙し、各製造工程にお
ける食品衛生上の危害の原因となる物質を特定します。
また、当該危害の発生を防止するための措置を検討し、
危害要因リストを作成します。

7（原則2） 重要管理点（CCP)の決定

危害要因分析で特定された危害要因となる物質による
危害の発生を防止するため、当該工程に係る管理措置
の実施状況の連続的な確認（モニタリング）を必要とする
工程（重要管理点）を決定します。

8（原則3） 管理基準（CL)の設定
重要管理点について、危害要因となる物質を許容できる
範囲まで低減又は排除するための基準（管理基準）を設
定します。

9（原則4） モニタリング方法の設定
管理基準の遵守状況を確認するためのモニタリング方法
を設定します。

10（原則5） 改善措置の設定
管理基準が守られなかった場合にとる措置（改善措置：
工程の管理を戻す措置及び逸脱している間に製造した
製品の措置を含む）をあらかじめ設定します。

11（原則6） 検証の実施
前項までで作成されたHACCPを用いた工程管理により、
危害の発生が適切に防止されていることを確認するため
検証を行います。

12（原則7） 記録と保存方法の設定
作成した手順９から11に関する記録は食品等の流通実
態等に応じて合理的な期間保管します。

点検実施者 点検実施日

手順番号 項目 説明 評価

HACCP自主点検票（と畜場、食鳥処理場）



別添１－２

手順番号
評価

（○△×）

1
チェック

2
チェック

3
チェック

4
チェック

5
チェック

HACCPチームには獣畜のとさつ又は解体に係る衛生管理について専門的な知識及び技術
を有する者が参加していますか。
(製品の特性や工程の知識を有する者、衛生管理責任者、作業衛生責任者など）

項目

HACCP チームの編成
詳細項目

HACCP チームは編成できましたか。

製造工程一覧図に獣畜の搬入、とさつ、解体、処理、保管、出荷その他全ての製造工程が
記載されていますか。

HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している人が参加していますか。
参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を関係団体、行政機関、出
版物等（例：厚生労働省のホームページ）から得ていますか。

製品説明書の作成
詳細項目

下記の内容を含む製品説明書を作成していますか。
　　・製品の名称
　　・種類（食肉又は内臓の種別）
　　・原材料（獣畜の種類）
　　・その他必要な事項（包装形態（ガス置換、脱気、真空等）、保存性、
　　　保管条件（保存方法、消費期限、賞味期限等）、流通方法等）
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に製品説明書の例が
載っていますので、それを参考にしてください。）

HACCPに基づいて管理する全ての製品に製品説明書を作成していますか。
（ただし、類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成
することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成する必要はありませ
ん。）

意図する用途等の確認
詳細項目

製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されています
か。また、直接消費される場合、製品説明書に対象者（例：一般消費者、高齢者等）及び調
理方法（例：加熱加工用等）が記載されていますか。

製造工程一覧図の作成
詳細項目

製造工程一覧図は作成しましたか。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に製造工程図の例が
載っていますので、それを参考にしてください。）

HACCP自主点検チェックリスト（と畜場）

製造工程一覧図の現場確認
詳細項目

製造工程一覧図について、と畜場における実際の工程や施設設備の配置に現場で照らし合
わせて、適切か否かの確認を行いましたか。
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には製造工程一覧図の修正を行
いましたか。



6
チェック

7
チェック

8
チェック

9
チェック

詳細項目

製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は
排除できない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認（モニタリング）
を必要とする重要管理点を定め、その文書を作成しましたか。
（危害要因分析表（危害要因リスト）の第６欄を記載する作業に当たります。）
最初に手順７まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順６、７に戻って危害
要因分析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認しましたか。それでも重要管理点
を定める必要がないと判断した場合には、その理由を具体的に記載した文書を作成しました
か。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に重要管理点の例が
載っていますので、それを参考にしてください。）

詳細項目

重要管理点において、危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するため
の基準（管理基準）を設定し、その文書を作成しましたか。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に管理基準の例が載っ
ていますので、それを参考にしてください。）

管理基準は温度、時間等、測定できる指標又は外観のような官能的指標で設定しましたか。
（管理基準は必ずしも数値である必要はありません。）

モニタリング方法の設定

管理基準の遵守状況を連続的又は相当の頻度で確認をするためのモニタリングの方法を設
定し、その文書を作成しましたか。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」にモニタリングの例が
載っていますので、それを参考にしてください。また、管理基準を官能的指標で設定した場
合、その指標をもってモニタリングを行うことで足ります。）

十分なモニタリング頻度を設定していますか。
（設定した理由を整理しておいてください。）

モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニタリングを行う担当者及び責任者による署名
が行われていますか。

詳細項目

管理基準（CL)の設定

危害要因の分析（HA）
詳細項目

放血、頭部の処理、とたいの剥皮、乳房の切除、内臓の摘出、背割り、枝肉の洗浄、内臓の
処理及び冷却のうち、実際行われている工程及びそれ以外の全ての工程ごとに、発生する
おそれのある全ての危害の原因となる物質のリスト（危害要因リスト）を作成しましたか。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に危害要因分析表（危
害要因リスト）の作成作業の例が、また、付録には危害要因分析表（危害要因リスト）の様式
例が載っていますので参考にしてください。危害要因分析表（危害要因リスト）の第１欄と第
２欄を記載する作業に当たります。なお、類似する特性又は工程を有する製品についてはグ
ループ化して一つにまとめて作成することができ、必ずしも全ての製品ごとに１部ずつリスト
を作成する必要はありません。）
【危害の原因となる物質の例】
・金属片、骨片の混入等（物理的危害要因）
・病原微生物の増殖、殺菌不足等（微生物的危害要因）
・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等（化学的危害要因）

危害要因リストのうち、各工程において管理すべき食品衛生上の危害の原因となる物質を特
定しましたか。
（危害要因分析表（危害要因リスト）の第３欄と第４欄を記載する作業に当たります。）

特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の
危害の原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置（管理措置）を科学的根
拠に基づいて検討し、危害要因リストに記載しましたか。
（危害要因分析表（危害要因リスト）の第５欄を記載する作業に当たります。）
危害の原因となる物質が存在しないと判断する場合にはその理由を危害要因リストに記載し
ましたか。

重要管理点（CCP)の決定



10
チェック

11
チェック

12

チェック

※厚生労働省が作成した「HACCP入門のための手引書」を下記URLに掲載しているので、参考にしてください。
　 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

手順１１、検証の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成し
ていますか。

詳細項目

HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法
を記載した文書を作成し、検証を実施していますか。
【記載する検証事項の例】
・モニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか、現場での確認やモニ
タリング及び改善措置記録を確認する
・計器類の定期的な校正を実施する
・設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうか
を確認するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に検証の例が載ってい
ますので、それを参考にしてください。）

改善措置の設定

重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法を定め、その文書を
作成しましたか。
改善措置を行う担当者及びその改善措置を行った場合に確認する責任者は決まっています
か。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に改善措置の例が載っ
ていますので、それを参考にしてください。）

管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定
めていますか。

検証の実施
詳細項目

詳細項目

HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施していますか。
（頻度を設定した理由を整理しておいてください。）

記録と保存方法の設定
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に記録と保存方法の例
が載っていますので、それを参考にしてください。これまでに使用していた作業日報等、既存の
記録をアレンジして、必要事項を記録することもできます。なお、重要管理点を定めない場合に
は、チェックは不要です。）

手順９、モニタリングの記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を
作成していますか。

手順１０、改善措置の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作
成していますか。



別添１－３

手順番号
評価

（○△×）

1
チェック

2
チェック

3
チェック

4
チェック

5
チェック

HACCP自主点検チェックリスト（食鳥処理場）

HACCPチームには食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的取扱いについ
て専門的な技術を有する者が参加していますか。
(製品の特性や工程の知識を有する者、食鳥処理衛生管理者など）

項目

HACCP チームの編成
詳細項目

HACCP チームは編成できましたか。

製造工程一覧図に食鳥の搬入、とさつ、解体、処理、保管及び出荷その他全ての製造工程
が記載されていますか。

HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している人が参加していますか。
参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を関係団体、行政機関、出
版物等（例：厚生労働省のホームページ）から得ていますか。

製品説明書の作成
詳細項目

下記の内容を含む製品説明書を作成していますか
　　・製品の名称
　　・種類（食鳥肉又は内臓の種別）
　　・原材料（食鳥の種類）
　　・その他必要な事項（包装形態（ガス置換、脱気、真空等）、保存性、
　　　保管条件（保存方法や消費期限又は賞味期限等）、流通方法等）
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に製品説明書の例が
載っていますので、それを参考にしてください。）

HACCPに基づいて管理する全ての製品に製品説明書を作成していますか。
（ただし、類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成
することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成する必要はありませ
ん。）

意図する用途等の確認
詳細項目

製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されています
か。また、直接消費される場合、製品説明書に対象者（例：一般消費者、高齢者等）及び調
理方法（例：加熱加工用等）が記載されていますか。

製造工程一覧図の作成
詳細項目

製造工程一覧図は作成しましたか。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に製造工程図の例が
載っていますので、それを参考にしてください。）

製造工程一覧図の現場確認
詳細項目

製造工程一覧図について、食鳥処理場における実際の工程や施設設備の配置に現場で照
らし合わせて、適切か否かの確認を行いましたか。
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には製造工程一覧図の修正を行
いましたか。



6

チェック

7
チェック

8
チェック

9
チェック

管理基準（CL)の設定

危害要因の分析（HA）
詳細項目

生体の受入れ、放血、湯漬、脱羽、内臓摘出及び冷却のうち、実際行われている工程及びそ
れ以外の全ての工程ごとに、発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質のリスト
（危害要因リスト）を作成しましたか。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に危害要因分析表（危
害要因リスト）の作成作業の例が、また、付録には危害要因分析表（危害要因リスト）の様式
例が載っていますので参考にしてください。危害要因分析表（危害要因リスト）の第１欄と第
２欄を記載する作業に当たります。なお、類似する特性又は工程を有する製品についてはグ
ループ化して一つにまとめて作成することができ、必ずしも全ての製品ごとに１部ずつリスト
を作成する必要はありません。）
【危害の原因となる物質の例】
・金属片、骨片の混入等（物理的危害要因）
・病原微生物の増殖、殺菌不足等（微生物的危害要因）
・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等（化学的危害要因）

危害要因リストのうち、各工程において管理すべき食品衛生上の危害の原因となる物質を特
定しましたか。
（危害要因分析表（危害要因リスト）の第３欄と第４欄を記載する作業に当たります。）

特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の
危害の原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置（管理措置）を科学的根
拠に基づいて検討し、危害要因リストに記載しましたか。
（危害要因分析表（危害要因リスト）の第５欄を記載する作業に当たります。）
危害の原因となる物質が存在しないと判断する場合にはその理由を危害要因リストに記載し
ましたか。

重要管理点（CCP)の決定
詳細項目

製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は
排除できない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認（モニタリング）
を必要とする重要管理点を定め、その文書を作成しましたか。
（危害要因分析表（危害要因リスト）の第６欄を記載する作業に当たります。）
最初に手順７まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順６、７に戻って危害
要因分析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認しましたか。それでも重要管理点
を定める必要がないと判断した場合には、その理由を具体的に記載した文書を作成しました
か。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に重要管理点の例が
載っていますので、それを参考にしてください。）

詳細項目

重要管理点において、危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するため
の基準（管理基準）を設定し、その文書を作成しましたか。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に管理基準の例が載っ
ていますので、それを参考にしてください。）

管理基準は温度、時間等、測定できる指標又は外観のような官能的指標で設定しましたか。
（管理基準は必ずしも数値である必要はありません。）

モニタリング方法の設定

管理基準の遵守状況を連続的又は相当の頻度で確認をするためのモニタリングの方法を設
定し、その文書を作成しましたか。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」にモニタリングの例が
載っていますので、それを参考にしてください。また、管理基準を官能的指標で設定した場
合、その指標をもってモニタリングを行うことで足ります。）

十分なモニタリング頻度を設定していますか。
（設定した理由を整理しておいてください。）

モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニタリングを行う担当者及び責任者による署名
が行われていますか。

詳細項目



10
チェック

11
チェック

12

チェック

※厚生労働省が作成した「HACCP入門のための手引書」を下記URLに掲載しているので、参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法
を記載した文書を作成し、検証を実施していますか。
【記載する検証事項の例】
・モニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか、現場での確認やモニ
タリング及び改善措置記録を確認する
・計器類の定期的な校正を実施する
・設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうか
を確認するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に検証の例が載ってい
ますので、それを参考にしてください。）

改善措置の設定

重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法を定め、その文書を
作成しましたか。
改善措置を行う担当者及びその改善措置を行った場合に確認する責任者は決まっています
か。
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に改善措置の例が載っ
ていますので、それを参考にしてください。）

管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定
めていますか。

検証の実施

詳細項目

詳細項目

HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施していますか。
（頻度を設定した理由を整理しておいてください。）

記録と保存方法の設定
（※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に記録と保存方法の例
が載っていますので、それを参考にしてください。これまでに使用していた作業日報等、既存の
記録をアレンジして、必要事項を記録することもできます。なお、重要管理点を定めない場合に
は、チェックは不要です。）

手順９、モニタリングの記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を
作成していますか。

手順１０、改善措置の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作
成していますか。

手順１１、検証の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成し
ていますか。

詳細項目



別添１－４ 
 

HACCP 自主点検票（と畜場、食鳥処理場）について 

 

１．本票の位置付け 

 本票は、と畜業者及び食鳥処理業者が、HACCP（ハサップ：Hazard Analysis Critical Control Point）

（＊）による衛生管理の導入に取り組む際に使用する自主点検票及びチェックリストとして作成したもの

です。 

 本票の各項目及び用語は、国際基準となっている HACCP に従ったものであり、本票を使用し、チェッ

クすることにより、事業者における衛生管理の状況について HACCP への適応状況を自主的に確認するこ

とができます。 

 施設内全ての製品について一斉に導入が困難な場合は、製品（群）ごとなど、部分的に取り組むこと

ができるところから進めることもできます。 

 

２．本票の使用方法 

 HACCP 自主点検票（と畜場、食鳥処理場）（別添１－１）は HACCP を構成する 12手順を簡単に説明した

ものです。手順１から５（背景灰色）は危害要因分析のための準備作業に当たります。HACCP 自主点検チ

ェックリスト（と畜場）（別添１－２）及び HACCP 自主点検チェックリスト（食鳥処理場）（別添１－３）

に HACCP の手順に沿って確認すべき、詳細項目を記載しています。チェックリストの各項目で達成した

項目のチェック欄に印を入れ、手順番号の項目ごと全てに印を入れた場合は、手順番号右端の評価の欄

に○を、一部のみに印を入れた場合は△を、印を入れなかった場合は×を記入してください。その○△

×を HACCP 自主点検票（と畜場、食鳥処理場）に記入してください。 

 

３．HACCP 導入作業全体における注意事項 

①各項目で作成した書類は常に確認できる状態で保管してください。 

②HACCP を既に運用している施設において、製造工程の変更、機械の新増設や新製品の導入など、前回チ

ェック時から何らかの変更があった場合は、チェックを最初からやり直してください。 

③重要管理点は特に厳格に管理すべき重要な工程ですので、その決定に際しては十分に検討してくださ

い。もし最初に手順７まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順６、７に戻って危害要

因分析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認してください。それでも重要管理点を定める必要

がないと判断した場合には、その理由を具体的に記録した文書を作成して保管してください。またその

場合には手順８から手順 12 のチェックは不要です。 

 

４．その他 

 HACCP 導入後（HACCP 自主点検票（と畜場、食鳥処理場）の全ての欄に○がついた後）でも本票又は別

の方法を使って HACCP を検証し見直しながら継続することが重要です。 

 

（＊）国際連合食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）が 1963 年に設立したコーデックス委員会に

おいて採択された、「HACCP システムとその適用のためのガイドライン」に基づいています。 



別添２－１

手順番号
評価

（○△×）

1
チェック

2
チェック

3
チェック

4
チェック

5
チェック

製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されているか。
直接消費される場合、製品説明書に対象者（例：一般消費者、高齢者等）及び調理方法
（例：加熱加工用等）が記載されているか。

詳細項目

HACCP チームは編成できているか。

HACCPチームには獣畜のとさつ又は解体に係る衛生管理について専門的な知識及び技術
を有する者が参加しているか。
(製品の特性や工程の知識を有する者、衛生管理責任者、作業衛生責任者など）

HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している人が参加しているか。
参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を関係団体、行政機関、出
版物等から得ているか。

製品説明書の作成
詳細項目

下記の内容を含む製品説明書を作成しているか。
　　□製品の名称
　　□種類（食肉又は内臓の種別）
　　□原材料（獣畜の種類）
　　□その他必要な事項（包装形態（ガス置換、脱気、真空等）、保存性、
　　　 保管条件（保存方法、消費期限、賞味期限等）、流通方法等）

HACCP確認票（と畜場）

HACCP チームの編成

　施設名

　所在地

　対象製品等

項目

HACCPに基づいて管理する全ての製品に製品説明書を作成しているか。
（ただし、類似する特性または工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作
成することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成する必要はない。）

意図する用途等の確認
詳細項目

製造工程一覧図の作成
詳細項目

製造工程一覧図を作成しているか。

製造工程一覧図に獣畜の搬入、とさつ、解体、処理、保管、出荷その他全ての製造工程を記
載しているか。

製造工程一覧図の現場確認
詳細項目

製造工程一覧図について、と畜場における実際の工程や施設設備の配置に現場で照らし合
わせて、適切か否かの確認を行っているか。
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には製造工程一覧図の修正を
行っているか。



6
チェック

7
チェック

8
チェック

9
チェック

10
チェック

特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の
危害の原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置（管理措置）を科学的根
拠に基づいて検討し、危害要因リストに記載しているか。
危害の原因となる物質が存在しないと判断する場合にはその理由を危害要因リストに記載
しているか。

危害要因の分析（HA）
詳細項目

放血、頭部の処理、とたいの剥皮、乳房の切除、内臓の摘出、背割り、枝肉の洗浄、内臓の
処理及び冷却のうち、実際行われている工程及びそれ以外の全ての工程ごとに、発生する
おそれのある全ての危害の原因となる物質のリスト（危害要因リスト）を作成しているか。
（類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成すること
ができ、必ずしも全ての製品ごとに１部ずつリストを作成する必要はない。）
【危害の原因となる物質の例】
・金属片、骨片の混入等（物理的危害要因）
・病原微生物の増殖、殺菌不足等（微生物的危害要因）
・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等（化学的危害要因）

危害要因リストのうち、各工程において管理すべき食品衛生上の危害の原因となる物質を
特定しているか。

重要管理点（CCP)の決定
詳細項目

製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は
排除できない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認（モニタリング）
を必要とする重要管理点を定め、その文書を作成しているか。
最初に手順７まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順６、７に戻って危害
要因分析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認し、それでも重要管理点を定める
必要がないと判断した場合には、その理由を具体的に記載した文書を作成しているか。

管理基準（CL)の設定
詳細項目

重要管理点において、危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するため
の基準（管理基準）を設定し、その文書を作成しているか。

管理基準は温度、時間等、測定できる指標又は外観のような官能的指標で設定している
か。（管理基準は必ずしも数値である必要はない。）

モニタリング方法の設定

管理基準の遵守状況を連続的又は相当の頻度で確認をするためのモニタリングの方法を設
定し、その文書を作成しているか。
（管理基準を官能的指標で設定した場合、その指標をもってモニタリングを行うことで足り
る。）

十分なモニタリング頻度を設定しているか。
（事業者が設定した理由を説明できるか。）

モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニタリングを行う担当者及び責任者による署
名が行われているか。

詳細項目

重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法を定め、その文書
を作成しているか。
改善措置を行う担当者及びその改善措置を行った場合に確認する責任者は決まっている
か。

管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定
めているか。

詳細項目

改善措置の設定
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チェック

12

チェック

特記事項

確認実施者 確認実施日

手順９、モニタリングの記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を
作成しているか。

手順１０、改善措置の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作
成しているか。

手順１１、検証の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成し
ているか。

検証の実施

HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法
を記載した文書を作成し、検証を実施しているか。
【記載する検証事項の例】
□モニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか、現場での確認やモニ
タリング及び改善措置記録を確認する
□計器類の定期的な校正を実施する
□設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうか
を確認するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する
□上記以外（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施しているか。
（事業者が頻度を設定した理由を説明できるか。）

記録と保存方法の設定
（これまでに使用していた作業日報等、既存の記録をアレンジして、必要事項を記録することも
できる。なお、重要管理点を定めない場合には、チェックは不要。）

詳細項目

詳細項目
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手順番号
評価

（○△×）

1
チェック

2
チェック

3
チェック

4
チェック

5
チェック

HACCP確認票（食鳥処理場）

HACCP チームの編成

　施設名

　所在地

　対象製品等

項目

製造工程一覧図の作成

詳細項目

HACCP チームは編成できているか。

HACCPチームには食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的取扱いについ
て専門的な技術を有する者が参加しているか。
(製品の特性や工程の知識を有する者や食鳥処理衛生管理者など）

HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している人が参加しているか。
参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を関係団体、行政機関、出
版物等から得ているか。

製品説明書の作成
詳細項目

下記の内容を含む製品説明書を作成しているか。
　　□製品の名称
　　□種類（食鳥肉又は内臓の種別）
　　□原材料（食鳥の種類）
　　□その他必要な事項（包装形態（ガス置換、脱気、真空等）、保存性、
　　　 保管条件（保存方法、消費期限、賞味期限等）、流通方法等）

HACCPに基づいて管理する全ての製品に製品説明書を作成しているか。
（ただし、類似する特性または工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作
成することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成する必要はない。）

意図する用途等の確認
詳細項目

製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されているか。
直接消費される場合、製品説明書に対象者（例：一般消費者、高齢者等）及び調理方法
（例：加熱加工用等）が記載されているか。

詳細項目

製造工程一覧図を作成しているか。

製造工程一覧図に食鳥の搬入、とさつ、解体、処理、保管及び出荷その他全ての製造工程
を記載しているか。

製造工程一覧図の現場確認
詳細項目

製造工程一覧図について、と畜場における実際の工程や施設設備の配置に現場で照らし合
わせて、適切か否かの確認を行っているか。
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には製造工程一覧図の修正を
行っているか。
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重要管理点（CCP)の決定

危害要因の分析（HA）
詳細項目

生体の受入れ、放血、湯漬、脱羽、内臓摘出及び冷却のうち、実際行われている工程及びそ
れ以外の全ての工程ごとに、発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質のリスト
（危害要因リスト）を作成しているか。
（類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化して一つにまとめて作成すること
ができ、必ずしも全ての製品ごとに１部ずつリストを作成する必要はない。）
【危害の原因となる物質の例】
・金属片、骨片の混入等（物理的危害要因）
・病原微生物の増殖、殺菌不足等（微生物的危害要因）
・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等（化学的危害要因）

危害要因リストのうち、各工程において管理すべき食品衛生上の危害の原因となる物質を
特定しているか。

特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の
危害の原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置（管理措置）を科学的根
拠に基づいて検討し、危害要因リストに記載しているか。
危害の原因となる物質が存在しないと判断する場合にはその理由を危害要因リストに記載
しているか。

重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法を定め、その文書
を作成しているか。
改善措置を行う担当者及びその改善措置を行った場合に確認する責任者は決まっている
か。

詳細項目

製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は
排除できない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認（モニタリング）
を必要とする重要管理点を定め、その文書を作成しているか。
最初に手順７まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順６、７に戻って危害
要因分析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認し、それでも重要管理点を定める
必要がないと判断した場合には、その理由を具体的に記載した文書を作成しているか。

管理基準（CL)の設定
詳細項目

重要管理点において、危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するため
の基準（管理基準）を設定し、その文書を作成しているか。

管理基準は温度、時間等、測定できる指標又は外観のような官能的指標で設定している
か。（管理基準は必ずしも数値である必要はない。）

モニタリング方法の設定

管理基準の遵守状況を連続的又は相当の頻度で確認をするためのモニタリングの方法を設
定し、その文書を作成しているか。
（管理基準を官能的指標で設定した場合、その指標をもってモニタリングを行うことで足り
る。）

十分なモニタリング頻度を設定しているか。
（事業者が設定した理由を説明できるか。）

モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニタリングを行う担当者及び責任者による署
名が行われているか。

改善措置の設定

詳細項目

詳細項目

管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定
めているか。
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特記事項

確認実施者 確認実施日

手順１０、改善措置の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作
成しているか。

手順１１、検証の記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成し
ているか。

検証の実施

HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法
を記載した文書を作成し、検証を実施しているか。
【記載する検証事項の例】
□モニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか、現場での確認やモニ
タリング及び改善措置記録を確認する
□計器類の定期的な校正を実施する
□設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうか
を確認するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する
□上記以外（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施しているか。
（事業者が頻度を設定した理由を説明できるか。）

記録と保存方法の設定
（これまでに使用していた作業日報等、既存の記録をアレンジして、必要事項を記録することも
できる。なお、重要管理点を定めない場合には、チェックは不要。）

手順９、モニタリングの記録方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を
作成しているか。

詳細項目

詳細項目


